
岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

岸和田旧港地区地区計画の

見直しについて

日 時 場 所 定員

令和4年6月13日（月）19時～
福祉総合センター 各80名

令和4年6月19日（日）10時～

◆説明会 開催日時・場所
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

平成4年3月 埋立竣工

平成5年2月 岸和田旧港地区 地区計画
・水と緑につつまれた21世紀の

新しいライフスタイルの創造
・岸和田市の新たな都市拠点を形成

昭和60年12月 港湾計画改定
平成元年10月 埋立工事着手

昭和58年 平成19年
N N

至大阪

至和歌山

至大阪

至和歌山
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

スポーツドーム跡地

商業施設共同住宅

複合商業施設
（映画館・スポーツ施設）

港湾緑地

駐車場

立体駐車場

結婚
式場

文化施設

複合商業施設

大阪臨海線
至大阪

至和歌山
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

このような社会情勢等の変化を受けて、「岸和田旧港地区
周辺の魅力づくり構想」を策定し、関係機関等と連携して臨
海部のにぎわいと交流の活性化に取り組んでいます。その取
組みのひとつとして、構想を踏まえつつ、地区計画に掲げる目
標の実現を目指し、地区計画の変更を行うものです。
【地区計画の目標】
「水と緑につつまれた21世紀の新しいライフスタイルの創造」を目指し、

岸和田市の新たな都市拠点を形成
その実現のため本地区計画は、以下の方針に従って計画的な市街地形
成を図ることを目的とする。
①商業機能、業務機能等の高次都市機能を育成する。
②既成市街地との連携・調和を図る。
③にぎわいのある親水空間を形成する。
④水と緑あふれる豊かな環境を創造する。
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

【目 的】

岸和田旧港地区と阪南１区北東部が連携した交流空間の形成、
にぎわいの創出により地域の魅力向上
を図ることで、臨海部から全市への波及
効果による市域全体の活気を増進

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

至大阪

至和歌山
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

至大阪

至和歌山

【目 的】

岸和田旧港地区と阪南１区北東部が連携した交流空間の形成、
にぎわいの創出により地域の魅力向上
を図ることで、臨海部から全市への波及
効果による市域全体の活気を増進

【課題と方針】
・豊富な資源の有効活用
・新たな地域活性化の取組との連携
・未活用地等の有効活用
・周辺の類似施設との差別化
・岸和田旧港地区再開発事業の推進
・岸和田市全域との連携や波及効果

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

大阪府鰮巾着網漁業協同組合

岸和田市漁業協同組合

大阪府漁業協同組合連合会
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

・新たな地域活性化の取組との連携

隣接飲食店との連携

地蔵浜みなとマルシェの定期開催

至大阪

至和歌山
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

【目 的】

岸和田旧港地区と阪南１区北東部が連携した交流空間の形成、
にぎわいの創出により地域の魅力向上
を図ることで、臨海部から全市への波及
効果による市域全体の活気を増進

【課題と方針】
・豊富な資源の有効活用
・新たな地域活性化の取組との連携
・未活用地等の有効活用
・周辺の類似施設との差別化
・岸和田旧港地区再開発事業の推進
・岸和田市全域との連携や波及効果

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

至大阪

至和歌山
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

スポーツドーム跡地

商業施設共同住宅

複合商業施設
（映画館・スポーツ施設）

港湾緑地

駐車場

立体駐車場

結婚
式場

文化施設

複合商業施設

大阪臨海線
至大阪

至和歌山
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

至大阪

至和歌山

【目 的】

岸和田旧港地区と阪南１区北東部が連携した交流空間の形成、
にぎわいの創出により地域の魅力向上
を図ることで、臨海部から全市への波及
効果による市域全体の活気を増進

【課題と方針】
・豊富な資源の有効活用
・新たな地域活性化の取組との連携
・未活用地等の有効活用
・周辺の類似施設との差別化
・岸和田旧港地区再開発事業の推進
・岸和田市全域との連携や波及効果
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

1

N

スポーツ・レクリエーション施設など
港湾関連の福利厚生機能

スポーツ・レクリエーション施設、病院、託児所
など港湾関連事業者や市民の交流促進機能
及び福利厚生機能
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

用途地域

●住環境の保全、業務の利便性の向上
●商業・工業・住居などの建築物等の用途の適切な誘導

●港湾区域（水域）に隣接する陸域を指定
●港湾管理者が分区を指定した場合、建築物等の用途の制限は
条例によって規定

＜市街地の土地利用の方向性を定める＞

＜港湾の管理運営を円滑に行う＞

●道路、広場などの地区施設の配置
●建築物等の用途、壁面の位置、かき・さくの制限など

＜地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図る＞

臨港地区

地区計画
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

準工業地域

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3
A-2

N

至大阪

至和歌山
地区幹線
道路２号

地区幹線
道路１号

景観を整備すると
ともに、港湾関係者
の厚生の増進を図る
ことを目的とする区域

15

無分区

工業港区

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

臨 港 地 区
商 港 区
工 業 港 区
修景厚生港区
無 分 区

修景厚生港区

岸和田旧港地区
地区計画
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

N

【参 考】
臨港地区の分区を見直し予定
・A-2地区:修景厚生港区

⇒ 無分区

臨 港 地 区
商 港 区

変更前:黄
変更後:赤

工 業 港 区
修景厚生港区
無 分 区

地区計画の見直し
至大阪

至和歌山

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

準工業地域

地区幹線
道路２号

地区幹線
道路１号

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3
A-2
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

準工業地域

地区幹線
道路２号

地区幹線
道路１号

土地利用に関する基本方針
建築物等の用途の制限

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3

A-2

N地区施設の変更
・広場２号
・面積:約1000㎡→約225㎡
・区域:廃止）黄色区域

追加）赤色区域

【参考】臨港地区
・A-2地区（見直し予定）
修景厚生港区

⇒ 無分区

臨 港 地 区
商 港 区

変更前:黄
変更後:赤

工 業 港 区
修景厚生港区
無 分 区

至大阪

至和歌山
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3
A-2

土地利用に関する基本方針

既成市街地及び阪南１区北東部と連携した商業
核を形成するとともに、文化・宿泊の機能を導入し
文化国際交流拠点の形成を図る。

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
（
変
更
概
要
）

住宅 ×

店舗等・事務所 〇

ホテル・旅館 〇

ボーリング場など運動施設 〇

観覧場 〇

映画館・劇場等 〇

カラオケボックス 〇

スロットマシーン 〇

マージャン屋・ぱちんこ屋等
キャバレー・ナイトクラブ等

×
×

自動車教習所 ×

幼稚園・小中学校・高等学校 ×

大学・各種学校等 〇

図書館・博物館 〇

診療所・保育所・公衆浴場等 〇

病院・老人ホーム等 〇

畜舎（畜産業関連）
畜舎（ペットの販売など）

×
〇

倉庫業倉庫・単独倉庫
附属倉庫

×
〇

工場 ×

石油類（地下貯蔵/一定量）
液化ガス等（一定量）の貯蔵等

〇
〇

港湾
緑地
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
（
変
更
概
要
）

住宅 ×

店舗等・事務所 〇

ホテル・旅館 〇

ボーリング場など運動施設 〇

観覧場 〇

映画館・劇場等 〇

カラオケボックス 〇

スロットマシーン 〇

マージャン屋・ぱちんこ屋等
キャバレー・ナイトクラブ等

×
×

自動車教習所 ×

幼稚園・小中学校・高等学校 ×

大学・各種学校等 〇

図書館・博物館 〇

診療所・保育所・公衆浴場等 〇

病院・老人ホーム等 ×

畜舎（畜産業関連）
畜舎（ペットの販売など）

×
〇

倉庫業倉庫・単独倉庫
附属倉庫

×
〇

工場 ×

石油類（地下貯蔵/一定量）
液化ガス等（一定量）の貯蔵等 ×

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3
A-2

土地利用に関する基本方針

商業・業務機能を導入し、にぎわいのある親水空
間の創造と臨海部の活性化及び高度化を図る。

港湾
緑地
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
（
変
更
概
要
）

住宅 ×

店舗等・事務所 〇

ホテル・旅館 〇

ボーリング場など運動施設 〇

観覧場（小規模） 〇

映画館・劇場等 ×

カラオケボックス ×

スロットマシーン ×

マージャン屋・ぱちんこ屋等
キャバレー・ナイトクラブ等

×
×

自動車教習所 ×

幼稚園・小中学校・高等学校 ×

大学・各種学校等 〇

図書館・博物館 〇

診療所・保育所・公衆浴場等 〇

病院・老人ホーム等 〇

畜舎（畜産業関連）
畜舎（ペットの販売等）

×
〇

倉庫業倉庫・単独倉庫
附属倉庫

×
〇

工場 ×

石油類（地下貯蔵/一定量）
液化ガス等（一定量）の貯蔵等

〇
〇

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3
A-2

土地利用に関する基本方針

周辺の水と緑豊かな環境と調和した港湾関連の福
祉厚生交流機能や医療・福祉機能の導入するによ
り、健康増進と交流の活性化を図る。

港湾
緑地
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
（
変
更
概
要
）

住宅 〇

店舗等・事務所 〇

ホテル・旅館 ×

ボーリング場など運動施設 ×

観覧場 ×

映画館・劇場等 ×

カラオケボックス ×

スロットマシーン ×

マージャン屋・ぱちんこ屋等
キャバレー・ナイトクラブ等

×
×

自動車教習所 ×

幼稚園・小中学校・高等学校 ×

大学・各種学校等 〇

図書館・博物館 〇

診療所・保育所・公衆浴場等 〇

病院・老人ホーム等 〇

畜舎（畜産業関連）
畜舎（ペットの販売等）

×
〇

倉庫業倉庫×・単独倉庫×
附属倉庫

×
〇

工場 ×

石油類（地下貯蔵/一定量）
液化ガス等（一定量）の貯蔵等

〇
〇

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3
A-2

土地利用に関する基本方針

水と緑豊かな環境に包まれた都市型居住機能及
びそれに付帯する生活利便施設などのサービス機
能を導入するの充実を図る。

港湾
緑地
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
（
変
更
概
要
）

住宅 ×

店舗等・事務所 〇

ホテル・旅館 〇

ボーリング場など運動施設 〇

観覧場 〇

映画館・劇場等 〇

カラオケボックス 〇

スロットマシーン ×

マージャン屋・ぱちんこ屋等
キャバレー・ナイトクラブ等 ×

自動車教習所 〇

幼稚園・小中学校・高等学校 ×

大学・各種学校等 〇

図書館・博物館 〇

診療所・保育所・公衆浴場等 〇

病院・老人ホーム等 〇

畜舎（畜産業関連）
畜舎（ペットの販売等）

×
〇

倉庫業倉庫・単独倉庫
附属倉庫 〇

工場 ×

石油類（地下貯蔵/一定量）
液化ガス等（一定量）の貯蔵等

〇
〇

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3
A-2

土地利用に関する基本方針

既成市街地と連携した業務機能や生活利便施設
など都市型居住機能に付帯するサービス機能を導
入するの充実を図る。

港湾
緑地
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

A-1

B-1

B-1

B-2

B-3

A-2

主 要 な 公 共 施 設

地区幹線道路１号
地区幹線道路２号

（幅員20ｍ）

歩行者専用道路１号
歩行者専用道路２号

（幅員８ｍ）

地区施設
歩行者専用通路

１号（幅員10ｍ）
２号（幅員10ｍ）
３号（幅員10ｍ）
４号（幅員10ｍ）
５号（幅員8ｍ）

広 場１号 約1500㎡
２号 約1000㎡

N 至大阪

港湾
緑地

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

準工業地域

地区幹線
道路２号

地区幹線
道路１号
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

A-1

B-2

B-3

A-2

【広場２号】
・面積:約1000㎡

→約225㎡

至大阪

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

港湾
緑地
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

原案に関する
説明会

①6/13(月)
②6/19(日)

原案の縦覧

6/29(水)
～7/19(水)

案の周知
・縦覧

令和4年
冬頃

市都市計画
審議会諮問

令和5年
春頃

変更告示

令和5年
夏頃

※6/13(月)から市ホームページにて、説明会と同じ内容の説明動画配信を
行っています。

※詳細日程は、広報きしわだ、市ホームページ等でお知らせします。
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

◆原案の縦覧
・期間:6月29日（水）～7月13日（水）の平日
・場所:市役所都市計画課（市ホームページに縦覧資料を掲載）

◆意見書の提出方法
・期間:6月29日（水）～7月20日（水）必着
・案件、住所、氏名、電話番号、ご意見を記載の上、以下の方法で提出
①市ホームページから
②持参、郵送、ファックス
＜持 参＞岸和田市役所 別館2階 都市計画課
＜郵 送＞〒596-8510 岸和田市都市計画課 宛
＜ﾌｧｸｼﾐﾘ＞072-423-3347
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岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課

令和４年６月 岸和田旧港地区 地区計画の見直しに関する説明会

※6/13(月)から市ホームページにて、説明会と同じ内容の説明動画配信を
行っています。

※詳細日程は、広報きしわだ、市ホームページ等でお知らせします。

原案に関する
説明会

①6/13(月)
②6/19(日)

原案の縦覧

6/29(水)
～7/19(水)

案の周知
・縦覧

令和4年
冬頃

市都市計画
審議会諮問

令和5年
春頃

変更告示

令和5年
夏頃
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